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特別対策事業緊急措置追加補助メニュー実施方針一覧 

 

整理番号 事業名 担当 ページ 

追１① 
施設外就労等に対する助成事業（施設外就労推

進事業） 
地域生活支援担当 1 

追１② 
施設外就労等に対する助成事業（施設外就労利

用者の一般就労実績に対する助成事業） 
地域生活支援担当 2 

追２ 
経過措置児童デイサービスにおける個別支援助

成事業 
施設福祉担当 3 

追３ ケアホームの重度障害者支援体制強化事業 施設福祉担当 4 

追４ 相談支援充実・強化事業 地域生活支援担当 5 

追５ 視覚障害者移動支援事業従事者の資質向上事業 在宅福祉担当 6 

 

※ 各ページのスケジュールは現段階での予定であり、変更する可能性があります。 

平成 20年 3月 14日 

障害保健福祉市町担当者等説明会資料 
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 - 1 - 

緊急措置追加メニュー実施方針 
整 理 番 号 追 1① 

事 業 名 施設外就労等に対する助成事業（施設外就労推進事業） 

実 施 主 体 県 

助 成 対 象 就労継続支援を行う指定障害福祉サービス事業者 

助 成 内 容 就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）において施設外就労を実施する場

合にユニット単位で助成する。 

補 助 単 価 1ユニットあたり 4,500 円/日 

実 施 ス ケ

ジ ュ ー ル 

実施要領決定：H20.4 

交付申請：H20.5（以後、随時募集） 

交付決定：H20.6（以後、随時） 

実績報告：H21.4 

補助金交付：H21.5 

その他： 

留 意 事 項 (1) 施設外就労・施設外支援を行うにあたって必要な要件を満た

すこと。 

(2) 他の事業所と共同で施設外就労・施設外支援を行う場合「就

労支援ネットワーク構築事業」も活用できること。 

(3) 障害者雇用助成金等他の助成金等との併給は不可。 

(4) 実施要領により、計算シート（事業実施計画様式）を定める

予定。 

事 業 担 当 障害福祉課地域生活支援担当 
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 - 2 - 

緊急措置追加メニュー実施方針 
整 理 番 号 追 1② 

事 業 名 施設外就労等に対する助成事業（施設外就労利用者の一般就労実績

に対する助成事業） 

実 施 主 体 県 

助 成 対 象 就労移行支援又は就労継続支援を行う指定障害福祉サービス事業

者 

助 成 内 容 就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）において施設

外就労・施設外支援によって一般就労に結びついた場合に助成す

る。（施設外就労・施設外支援を利用せずに一般就労した場合は対

象としない。） 

補 助 単 価 就労した利用者１人あたり 100,000 円（1回限り） 

実 施 ス ケ

ジ ュ ー ル 

実施要領決定：H20.4 

交付申請：H20.5（以後、随時募集） 

交付決定：H20.6（以後、随時） 

実績報告：H21.4 

補助金交付：H21.5 

その他： 

留 意 事 項 (1) 障害者雇用助成金等他の助成金等との併給は不可。 

(2) 実施要領により、計算シート（事業実施計画様式）を定める

予定。 

事 業 担 当 障害福祉課地域生活支援担当 
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 - 3 - 

緊急措置追加メニュー実施方針 
整 理 番 号 追２ 

事 業 名 経過措置児童デイサービスにおける個別支援助成事業 

実 施 主 体 市町村 

助 成 対 象 報酬告示上「児童デイサービス費（Ⅱ）」に該当する児童デイサー

ビスを行う指定障害福祉サービス事業者 

助 成 内 容 平成18年 9月 30日以前より児童デイサービスを実施している事業

所であって、地域の事情等により就学前児童の受入が少ないもの

の、定められた職員配置を超えて職員を加配し、その職員が児童毎

に個別支援計画に準じた支援プログラムを作成する等、就学前児童

を含めた児童の個別支援に積極的に取り組んでいる場合に助成す

る。 

補 助 単 価 就学前児童５割以上 1,900 千円以内 

1事業所あたり（年額） 

就学前児童５割未満 1,500 千円以内 

実 施 ス ケ

ジ ュ ー ル 

市町村に対するモデル実施要領提示：H20.4 

交付申請：H20.5 

交付決定：H20.6 

実績報告：H21.4 

補助金交付：H21.5 

その他：交付申請等の諸手続は、他の市町村補助事業に合わせる 

留 意 事 項 (1) 当該事業所周辺に就学前児童が少ないため、就学前児童７割

の要件を満たすことができないこと。 

(2) 15:2 の職員配置に加え、1以上の職員を配置していること。 

(3) 児童デイサービス事業で義務づけている個別支援計画（児童

デイサービス計画）に準じたプログラムを作成すること。 

(4) モデル実施要領に併せて、計算シート（事業実施計画様式）

を提示する予定。 

事 業 担 当 障害福祉課施設福祉担当 

 

19



 - 4 - 

緊急措置追加メニュー実施方針 
整 理 番 号 追３ 

事 業 名 ケアホームの重度障害者支援体制強化事業 

実 施 主 体 市町村 

助 成 対 象 市町村が重度障害者を受け入れている共同生活介護を行う指定障

害福祉サービス事業者に助成 

助 成 内 容 重度の障害者（障害程度区分４、同５、同６）に対し、適切な支援

を行うために要する費用を助成する。 

補 助 単 価 区分６ 1人あたり 1,000 円/日 

区分５ 1人あたり   820 円/日 

区分４ 1人あたり   650 円/日 

実 施 ス ケ

ジ ュ ー ル 

市町村に対するモデル実施要領提示：H20.4 

交付申請：H20.5 

交付決定：H20.6 

実績報告：H21.4 

補助金交付：H21.5 

その他：交付申請等の諸手続は、他の市町村補助事業に合わせる 

留 意 事 項 (1) 利用者負担は徴収不可とする。 

(2) モデル実施要領に併せて、計算シート（事業実施計画様式）

を提示する予定。 

事 業 担 当 障害福祉課施設福祉担当 
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緊急措置追加メニュー実施方針 
整 理 番 号 追４ 

事 業 名 相談支援充実・強化事業 

実 施 主 体 市町村 

助 成 対 象 市町村（指定相談支援事業者等である社会福祉法人等への委託可） 

助 成 内 容 市町村は障害者等に対して、これまで講じられてきた特別対策の内

容や地域における障害福祉サービスの状況等の障害福祉施策に関

する情報をきめ細かく周知するために、以下の事業等を実施する。 

① 障害者等に対する障害福祉施策に係る説明会・相談会の実施 

② 自宅にひきこもり障害福祉サービスに繋がっておらず、障害

福祉施策に関する情報が行き届いていない障害者等に対する

家庭訪問の実施 

③ その他障害福祉施策についてきめ細かく周知する等、相談支

援の充実・強化を図るための事業 

①、②、③の各事業に係る、報酬、賃金、報償費（諸謝金）、旅費、

消耗品費、会議費、印刷製本費、使用料及び賃借料、通信運搬費、

の費用を助成対象とする。 

補 助 単 価 1市町村あたり 1,700 千円以内 

実 施 ス ケ

ジ ュ ー ル 

実施要領提示：H20.4 

交付申請：H20.5 

交付決定：H20.6 

実績報告：H21.4 

補助金交付：H21.5 

その他：交付申請等の諸手続は、他の市町村補助事業に合わせる 

留 意 事 項 (1) 既存の障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業を活

用する等により、障害者にもわかりやすいパンフレットを作成

する等して、制度の一層の定着を図ること。 

(2) 障害者等に対して、障害福祉施策に関する情報が行き届かな

いことがないよう、きめ細やかな相談支援を実施すること。 

(3) 本事業の実施にあたっては、地域自立支援協議会を活用して、

障害者等の状況把握の方法や支援台帳の整備方法について検討

する等、継続的に相談支援を提供できるよう留意すること。 

事 業 担 当 障害福祉課地域生活支援担当 
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 - 6 - 

緊急措置追加メニュー実施方針 
整 理 番 号 追５ 

事 業 名 視覚障害者移動支援事業従事者の資質向上事業 

実 施 主 体 県 

助 成 対 象  

事 業 内 容 各都道府県において、視覚障害者等に対する移動支援の提供を行う

ガイドヘルパーの資質向上を担う者（指導者）を養成・確保するた

め、中央において行われる指導者養成研修に参加するための旅費等

を負担する。 

補 助 単 価 実費 

実 施 ス ケ

ジ ュ ー ル 

県実施要領提示：H20.4 

研修受講申込：H20.5 

受講者決定：H20.5 

研修回数：4回 

その他：研修受講者は、県が実施する視覚障害者移動支援事業従事

者研修会の講師を務める。 

留 意 事 項 視覚障害者移動支援事業従事者研修会については、別途お知らせし

ます。 

事 業 担 当 障害福祉課在宅福祉担当 
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               平成２０年３月１４日 

 

            栃木県国民健康保険団体連合会 
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１．統計情報について 

 

支払等システムにおいて作成する統計情報は、現段階では（１）事業状況報告と（２）

国庫負担基準単位内訳となっており、それぞれ、支給決定者数やサービス受給者数並びに

サービス種類別の利用状況等の報告、及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負

担対象額に関する基準等に基づく情報の報告を目的として作成します。 

なお、（２）国庫負担基準単位内訳については現在国保中央会でプログラム開発中であり

（平成 20 年 5 月リリース予定）、詳細が判明次第、別途提示します。 

表１に統計情報の概要について示します。 

 

 

表１ 統計情報の概要 

項 情報名 内容 備考 

１ 事業状況 

報告 

支給決定者数やサービス受給者数並びにサービス種類

別の利用状況等の情報を集計する。 

作成する情報は以下の通り。 

様式１：所得階層区分別支給決定者数（月末現在）

様式２：障害福祉サービス全体の障害程度区分認定

者数（月末現在） 

様式３：障害福祉サービス種類別の利用状況 

様式４：重度障害者等包括支援の利用回数 

様式５：訪問系サービスの内訳 

様式６：日中活動系サービスの支給決定者数の内訳

本情報は支払等システムにて保持している請求情報等

及び受給者台帳情報に基づき、基本的に月に１度作成

し、当該情報の作成処理を委託している市町村に送信

する。 

 

２ 国庫負担 

基準単位 

内訳 

厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象

額に関する基準等に基づく情報を集計する。 

本情報は、支払等システムにて保持している請求情報

等及び受給者台帳情報に基づき作成し、当該情報の作

成処理を委託している市町村に送信する。 

 

※ 各都道府県・市町村の要望を踏まえて、新たな統計情報が追加になる予定です。 
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２．運用スケジュール 

 

 表２に統計資料作成処理の運用スケジュール（案）を示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支 払 台 帳 統 計

注
１
：
市
町
村
か
ら
都
道
府
県
に
対
す
る
統
計
報
告
資
料
の
提
供
は
、
月
に
１
度
行
う
場
合
を
想
定
し
て
記
載
し
て
い
る
。

注
２
：
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
処
理
期
間
に
つ
い
て
は
想
定
で
あ
り
、
実
際
に
は
各
都
道
府
県
に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
　
平
成
２
０
年
２
月
に
お
け
る
処
理
サ
イ
ク
ル

平
成
２
０
年
３
月
以
降
に
お
け
る
処
理
サ
イ
ク
ル

　
厚
生
労
働
省

　
国
保
　
連
合
会

平
成
２
０
年
２
月

表
２
　
統
計
資
料
作
成
処
理
（
事
業
状
況
報
告
）
に
関
す
る
運
用
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
）

平
成
２
０
年
６
月

　
市
町
村

　
都
道
府
県

平
成
２
０
年
３
月

平
成
２
０
年
４
月

平
成
２
０
年
５
月

受
付
・
点
検

各
種
帳
票

作
成
受
付
・
点
検

各
種
帳
票

作
成
受
付
・
点
検

各
種
帳
票

作
成

台
帳
登
録

台
帳
登
録

台
帳
登
録

凡
例
　
　
　
　
　
　
統
計
業
務

　
　
　
　
　
　
そ
の
他
業

務

受
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年
月

２
月
分
処
理

受
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年
月

３
月
分
処
理

受
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年
月

４
月
分
処
理

受
付
年
月

1
0
～
1
月

分
処
理
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３．送信する統計情報ファイルについて 

 

国保連合会から各市町に送信する統計情報ファイルについては、ＣＳＶ形式で出力しま

す。ファイル名称については、「AAAAAA_0_YYYYMMDD_yyyymmXXXXXXstyle99.csv」
となり、表３の規則に基づいて命名します。 

 

表３ 統計情報ファイルの命名規則 
項番 箇所 内容 
１ AAAAAA 送付先市町村番号 
２ 0 数字の 0（ゼロ）で固定 
３ YYYYMMDD 国保連合会で当該ファイルの作成日付 
４ yyyymm 国保連合会の受付年月 
５ XXXXXX 市町村番号 
６ style styleで固定 
７ 99 数字 2桁、様式番号を表す 

 
また、項番７の 99の部分に入る数字と対応する統計様式は、表４になります。 

 
表４ 数字と対応する様式 

99の部分に入る数字 対応する様式 
10 様式１ 
20 様式２ 
31～36 様式３－１～様式３－６ 
40 様式４ 
51～56 様式５－１～様式５－６ 
61～66 様式６－１～様式６－６ 
 
※統計情報ファイルの例 
【 092015_0_20080228_200710092015style55.csv 】 
 この場合は、送付先が宇都宮市、平成 19 年 10 月受付分で、様式５－５の統計情報とな
ります。 
  

４．統計情報の集計方法について 

  
栃木県障害福祉課から送付になりました「システム抽出分入力手順.pdf」を参照の上、報
告用シートに集計してください。 
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５．平成 20 年度の業務日程について 

  
平成 20 年度の業務日程については、別添平成 20 年度障害者自立支援業務処理日程表に
基づいて運用いたします。 
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【
別
紙
１
】

４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
１
０
月
１
１
月
１
２
月
１
月
２
月
３
月
４
月

送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切
送
信
締
切

受
給
者
異
動
連
絡
票
(市
町
村
）

過
誤
申
立
書
情
報

市
町
村
審
査
結
果
情
報

※
送
信
締
切
：
伝
送
送
信
を
完
了
し
て
く
だ
さ
い
。

3
日
（
金
）

3
日
（
金
）

－

3
日
（
水
）
3
日
（
金
）
6
日
（
木
）

7
日
（
水
）
4
日
（
水
）

3
日
（
水
）

2
4
日
（
水
）

3
日
（
水
）

4
日
（
水
）

2
3
日
（
金
）
2
4
日
（
火
）
2
5
日
（
水
）

7
日
（
水
）
4
日
（
水
）
4
日
（
水
）

3
日
（
水
）
3
日
（
金
）
6
日
（
木
）

2
5
日
（
木
）
2
4
日
（
金
）
2
5
日
（
火
）

3
日
（
木
）
5
日
（
火
）

3
日
（
木
）
7
日
（
水
）
4
日
（
水
）
3
日
（
木
）

平
成
２
０
年
度
　
障
害
者
自
立
支
援
業
務
処
理
日
程
表
（
市
町
村
⇒
連
合
会
）

2
5
日
（
月
）

2
4
日
（
木
）
2
3
日
（
金
）
2
4
日
（
火
）
2
4
日
（
木
）

5
日
（
火
）

3
日
（
木
）
7
日
（
水
）
4
日
（
水
）

月

情
報
名
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【
別
紙
２
】

４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
１
０
月
１
１
月
１
２
月
１
月
２
月
３
月
４
月

介
護
給
付
費
等
払
込
請
求
書

1
日
（
火
）
1
日
（
木
）

5
月
3
0
日
（
金
）

1
日
（
火
）
1
日
（
金
）
1
日
（
月
）
1
日
（
水
）

1
0
月
3
1
日
（
金
）

1
日
（
月
）
5
日
（
月
）

1
月
3
0
日
（
金
）

2
日
（
月
）
1
日
（
水
）

介
護
給
付
費
等
納
期
日

1
0
日
（
木
）
9
日
（
金
）
1
0
日
（
火
）
1
0
日
（
木
）
8
日
（
金
）
1
0
日
（
水
）
1
0
日
（
金
）
1
0
日
（
月
）
1
0
日
（
水
）
1
3
日
（
火
）
1
0
日
（
火
）
1
1
日
（
水
）
1
0
日
（
金
）

市 町 村 審 査

市
町
村
審
査
情
報
(伝
送
）

2
1
日
（
月
）
2
0
日
（
火
）
1
9
日
（
木
）
2
2
日
（
火
）
2
0
日
（
水
）
1
9
日
（
金
）
2
1
日
（
火
）
1
9
日
（
水
）
1
9
日
（
金
）
2
0
日
（
火
）
1
9
日
（
木
）
1
9
日
（
木
）
－

市 町 村 請 求

市
町
村
請
求
情
報
等
（
伝
送
）

2
8
日
（
月
）
2
7
日
（
火
）
2
6
日
（
木
）
2
8
日
（
月
）
2
7
日
（
水
）
2
9
日
（
月
）
2
8
日
（
火
）
2
7
日
（
木
）
2
5
日
（
木
）
2
7
日
（
火
）
2
6
日
（
木
）
2
7
日
（
金
）
－

※
各
情
報
に
つ
い
て
は
、
上
表
の
日
程
に
て
市
町
村
に
到
着
す
る
予
定
で
処
理
を
行
な
い
ま
す
。

帳 票 類

平
成
２
０
年
度
　
障
害
者
自
立
支
援
業
務
処
理
日
程
表
（
連
合
会
⇒
市
町
村
）

月
情
報
名
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障
害
者
自
立
支
援
共
同
処
理
業
務
に
つ
い
て
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別
　
紙

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
★
2
/
1
5
リ
リ
ー
ス

★
5
月
上
旬
リ
リ
ー
ス

★
シ
ス
テ
ム
リ
リ
ー
ス

　
運
用
開
始

　
　
　
　
★
4
/
1
0
前
後

　
　
　
　
　
簡
易
入
力
リ
リ
ー
ス

　
　
　
　
　
（
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

★
簡
易
入
力
リ
リ
ー
ス

　
（
C
D
-
R
）

支
払
処
理
・

共
同
処
理

運
用
試
験

初
期
台
帳
構
築
等

障
害
児
・
地
域
生
活

支
援
事
業
等

緊
急
措
置

（
H
2
0
.4
実
施
）

シ
ス
テ
ム
開
発

都
道
府
県
等
台
帳

事
業
所
台
帳

受
給
者
台
帳

統
計
資
料
作
成

事
業
状
況
報
告

国
庫
負
担
基
準 支
払
処
理
・

共
同
処
理

台
帳
関
係

障
害
者
自
立
支
援
給
付
支
払
等
シ
ス
テ
ム
開
発
等
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
案
）

説
明
会

連
携
試
験

総
合
試
験

接
続
試
験

連
携
試
験

運
用
試
験
・
初
期
台
帳
構
築

テ
ス
ト
ID
・
仮
パ
ス
ワ
ー
ド
発
行
、
証
明
書
発
行

担
当
者
説
明
会

設
計
見
直
し

（
４
次
版
、
緊
急
措
置
変
更
点
）

★
2
/
8
担
当
者
説
明
会

初
期
台
帳
構
築

担
当
者
説
明
会

詳
細
設
計

製
造
・
試
験

接
続
試
験

シ
ス
テ
ム
導
入

シ
ス
テ
ム
導
入

運
用
試
験

口
座
登
録
、
ID
・
仮
パ
ス
ワ
ー
ド
発
行

異
動
情
報

登
録

総
合
試
験

詳
細
設
計
・
製
造
・
試
験

仕
様
変
更
内
容
検
討
・
設
計
見
直
し

総
合
試
験

異
動
情
報

登
録

シ
ス
テ
ム
導
入

運
用
試
験
・
初
期
台
帳
構
築

異
動
情
報

登
録

シ
ス
テ
ム
導
入

品
質
向
上

デ ー タ ク リ ー ニ ン グ

品
質
向
上

試
験
計
画
・
準
備
調
整
等

試
験
計
画
・
準
備
調
整
等

試
験
計
画
・
準
備
調
整
等

製
造
・
試
験

総
合
試
験

台
帳
構
築
準
備
調
整
等

試
験
計
画
案

実
施
要
綱
案

作
成

接
続
試
験
実
施
要
綱
作
成

接
続
試
験
計
画
作
成

接
続
試
験
計
画
作
成

接
続
試
験
実
施
要
綱
作
成

製
造
・
試
験

総
合
試
験
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発達障害者の支援に向けた「サポートファイル」の概要 

 
1 目 的 

発達障害者の望ましい発達に向けて、生涯一貫した効果的な相談や療育支援を図るため、

発達障害者の障害特性や生育歴、相談・受診歴などを記録する「サポートファイル」を作

成し、家族や医療機関、支援機関等が情報の共有を図るとともに、発達障害者一人ひとり

のライフステージに応じた地域支援体制を構築する。 

 
２ 作成経緯 

・平成１７年度：栃木県自閉症協会、ＮＰＯ法人おひさまクラブ、ＬＤ等発達障がい

児者親の会「ゆずりは」（以下「発達障害者関係団体」という。）、発

達障害者支援センターふぉーゆう及び障害福祉課によるワーキング

グループを設置。「サポートファイル」の原案を作成。 

・平成１８年度：発達障害者関係団体の会員によるモデル利用、検証を実施。 

 ・平成１９年度：モデル利用の検証結果を踏まえ、「サポートファイル」作成。 

 

３ サポートファイルの内容 

(1) プロフィール：①本人の紹介、②緊急連絡先、③余暇の過ごし方・遊び 

④ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、⑤ﾊﾟﾆｯｸ・こだわり、⑥生活状況、⑦持病・投薬等 

(2) 本人の歩み ： ①生育歴、②受診歴、③療育・相談歴、④教育歴、⑤職業訓練歴 

⑥職歴、⑦福祉支援状況、⑧身長・体重の記録 

(3) 相談・成長記録 

(4) 関係機関・制度案内（資料編） 

(5) 本人に関する資料の保存 

 

４ サポートファイルの利用方法 

  発達障害者の保護者等が、「サポートファイル」使用の手引き（別添）を参考に、記載・

管理し、必要に応じて、医療・保健・福祉・教育・労働などの関係機関に提示することで、

情報を共有し、関係機関は適切な支援を提供する。 

  使用に当たっては、発達障害者支援センターふぉーゆう及び発達障害者関係団体等が助

言支援する。 

 

５ 配付方法 

 発達障害者関係団体及び関係機関で希望を募り、配付する。 

そのほか、県及び発達障害者関係団体等のホームページに掲載し、利用希望者はダウン

ロードして使用する。 
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後期高齢者医療制度の創設に伴う重度心身障害者医療費助成制度

の運用について

H20.3.14 栃木県保健福祉部障害福祉課

１ 栃木県重度心身障害者医療費補助制度（重心医療制度）の概要について

・実施主体は市町。重度心身障害者に対して、年齢にかかわらず、医療保険各法及び老人

保健法による保険給付に係る一部負担金相当額 １割～３割 を償還払いにより助成 た（ ） （

だし、５００円は本人負担 。）

・負担割合は、県と市町でそれぞれ１／２。

・65～74歳の対象者にあっては、老人保健制度（任意加入）への加入が条件。

○平成１８年度助成対象者数

３２，１５３人

うち65～74歳 約８，６００人

うち被用者保険被扶養者 約１，９００人

２ 後期高齢者医療制度創設に伴う改正について

平成２０年４月 「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」への移行に伴い、これま、

、 。で 老人保健制度への加入を条件としていた65～74歳の対象者の扱いを次のとおりとする

【現 行】 65歳以上は「老人保健制度」への加入が条件。

【改正後】 65歳以上は「後期高齢者医療制度」への加入が条件。

【参考 「老人保健制度」と「後期高齢者医療制度」の制度比較】

老人保健制度 後期高齢者医療制度
６５～７４歳の重度心 加入は任意。 加入は任意。
身障害者の扱い
医療費自己負担割合 １ 割 １ 割

国保、被用者保険を脱退し、当保険料負担 国保、被用者保険に加入の
制度の保険料を支払う。まま その保険料を支払う、 。
H20年度 1,800円／年

保険料負担なし。 H21年度 18,900円／年（被用者保険の被扶養者）

H22年度以降 37,800円／年約１，９００人

。※低所得世帯では所得に応じて軽減あり

※収入、世帯状況により額は変わる。
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３ 後期高齢者医療被保険者の住所地特例の扱いについて

１ 広域連合をまたぐ住所の移動があった場合（栃木県→他県、他県→栃木県）は、前

住所地の市町村が重心医療費を助成する。

栃木県 他県

（栃木県広域連合） （他県広域連合）

（ ） （ ）Ａ市 前住所地 Ｂ町 現住所地

（ ）Ａ市が助成

２ 栃木県内の市町間をまたぐ住所の移動があった場合は、現住所地の市町が重心医療

費を助成する （住所地特例の適用はない ）。 。

栃木県

（栃木県広域連合）

（ ） （ ）Ａ市 前住所地 Ｂ町 現住所地

（Ｂ町が助成）
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３ 平成２０年４月１日以前に重心医療の助成を受けていた者の取扱い

① 前住所地、現住所地がどちらも栃木県内の市町の場合

◎重心医療の助成対象者が老人保健の医療受給者で、かつ、住所地特例の適用あり

【 】～Ｈ２０年３月３１日

栃木県

（ ） （ ）Ａ市 前住所地 Ｂ町 現住所地

（ ）Ａ市が助成

※ 重心医療助成対象者は、Ｂ町へ新たに

受給資格申請をする必要がある。

◎重心医療の助成対象者が栃木県後期高齢者医療広域連合の被保険者

【 】Ｈ２０年４月１日～

栃木県

（栃木県広域連合）

（ ） （ ）Ａ市 前住所地 Ｂ町 現住所地

（Ｂ町が助成）
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② 前住所地、現住所地のどちらか一方が栃木県内の市町の場合

◎重心医療の助成対象者が老人保健の医療受給者で、かつ、住所特例の適用あり

【 】～Ｈ２０年３月３１日

栃木県 他県

（ ） （ ）Ａ市 前住所地 Ｂ町 現住所地

（ ）Ａ市が助成

※ 住所地特例は継続される。

◎重心医療の助成対象者が栃木県後期高齢者医療広域連合の被保険者

【 】Ｈ２０年４月１日～

栃木県 他県

（栃木県広域連合） （他県広域連合）

（ ） （ ）Ａ市 前住所地 Ｂ町 現住所地

（ ）Ａ市が助成
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